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i n f o r m a t i o n

滞納整理強化及び納付推進月間滞納整理強化及び納付推進月間
11月・12月は滞納整理強化及び納付推進月間です 

滞納整理のため財産の差押えを行っております。
財産を差押えられると次のようになります。

預貯金（銀行等口座）
　預貯金の口座を差押えられた場合、預貯金の引き出しが

できなくなり、金融機関から直接取りたてを行い滞納税に

あてます。

　また金融機関と融資等の取引がある場合は、融資残額の

一括返済を求められたり、新たな取引ができなくなる可能

性があります。

給　与
　お勤めの会社へ直接給与支払いの調査を行います。

差押えた給与のうちから法律に基づき毎月一定額を給与支

払い者（お勤めの会社等）から直接取り立てて滞納税にあ

てます。

自動車

　差押えられた場合、タイヤをロックされ運行ができなく

なります。またそれでも納付がない場合は自動車の公売を

実施し、売却代金を滞納税にあてます。

動産（軽自動車・テレビ・宝石類等）

　自宅等を捜索し動産の差押えを行います。

納付がない場合はインターネット公売を実施し、売却代金

を滞納税にあてます。

不動産

　管轄の法務局にてあなたの所有する不動産の差押えを行

います。差押えられた場合、不動産の売却・所有権移転等

が制約を受けます。

　また納付がない場合は、差押え物件の公売を実施し、売

却代金を滞納税にあてます。

納税相談も受付けておりますので、お早めにご相談ください。

納税課　収納係・管理係 　1  ９７３−１０９９

納税課　滞納整理係　　 　1  ９７３−５１２０
　　　　　　　　　　   ＦＡＸ ９７３−５９６７

＊減価償却資産の耐用年数表が大きく変更

になりました。

　平成20年税制改正において耐用年数省令

の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数

表が大きく変更されました。特に、機械及び

装置については390区分を55区分へ見直す全

面改正が行われました。

＜耐用年数省令改正に伴う今後の申告方法＞

　固定資産税（償却資産）においては、法人・

個人事業者の決算期等に関わりなく、既存資

産を含めて平成21年度分から改正後の耐用

年数が適用となりますのでご留意ください。

　従って、平成21年度の評価額の計算は、平

成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応

じた減価残存率を乗じて算出することにな

ります。（取得当時に遡及して再計算するも

のではありません。）

 耐用年数変更の記載方法等及び詳細につき

ましては、11月中旬のホームペ−ジをご参照

ください。

【関連サイト】

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

法令データ提供システム → 法令名検索

「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」

　家屋の全部または一部を取り壊したとき

は、資産税課へ「家屋滅失届」を提出してくだ

さい。地方税法の規定により賦課期日（毎年

１月１日）が定められており、届出がない場

合は、翌年度以降も引き続き固定資産税を課

税される場合がありますので、早めに届出を

お願いします。

耐用年数の変更について
事業主の皆様へ

家屋を取り壊したときの
届出について

【お問い合わせ】 
資 産 税 課　1973－5394 

 

納税証明書の取得には「国税電子申告・納税システムｅ-Ｔａｘ」を利
用すると大変便利でお得です。 
　　　①自宅やオフィスのパソコンでラクラク申請・ラクラク取得 
　　　②有効期間内であれば、何度でもダウンロード可能 
　　　③手数料が３７０円（通常は４００円）と安価 
※ｅ-Ｔａｘでは、納税証明書の電子申請・書面発行サービスも開始しています。 
※「国税電子申告・納税システムｅ-Ｔａｘ」の利用には、開始届出が必要です。 
利用までの手続きは沖縄税務署（1938‐0034 ）へお問い合わせいただくか、 
ｅ-Ｔａｘのホームページ（http://www.e-tax.nta.go.jp ）をご覧ください。 
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